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EC共同農業政策の改革をめぐって
一般的過剰生産の出現とECの対応

田　中 業　香

．㌻

●

1．はじめに

　1986年春ECは財政危機に襲われた。共同農業

市場への支出が急増してEC委員会が市場価格の

維持に必要とする資金が底をつき，一種の「流動

性危機」に陥ったのである。直接の原因はドル為

替旗揚の急激な下落であった。1985年3月には

＄1＝1．5ECUにまで上昇していたドル相揚は，わ

ずか1年後には＄1＝1ECUに迫るところまで大

幅に下落した。ほぼ総ての品目について世界誌面

価格を上回るEC農産物の輸出には払戻金（re－

fund）と呼ばれ’る輸出補助金の支出が不可欠であ

るが，多くの農産物が世界市場ではドルで建値さ

れるので，ドル相場がECUに対して下落すれば，

輸出補助金も増加せねばならない。現段階ではド

ルがECUに対して10％下落することに，年間8

億から10億ECUの支出増加となる。このため

に「流動性危機」が生じたのであるが，それは同

時にEC財政全体の危機を意味するものであった。

というのは，EC財政収入の過半を占める付加価

値税収入の上限が従来課税基準の1％に据え置か

れてきたのを，1986年から1・4％に引き上げたの

に，その1年目に支出が収入を上回ることが確実

になったからである。

　しかしこの財政危機をドル相場の下落のみに帰

着させるとすれば，それは皮相な見解と言わねば

ならない。この危機を分析してみると，その原因

はもっと根が深く影響も広範であり，端的に言え

ば，高度資本主義の体制問題としての性格を帯び

ているように思われるのである。

　財政危機の背後には，EC農業の慢性的な過剰

生産構造が横たわっている。すでに1970年代初

めからCAPは過剰生産を最大の問題として抱え

込んできてはいたが，ほとんどの揚合，それはミ

ルク生産部門のみの問題であるか，あるいは牛肉

生産などの一時的な過剰問題にすぎなかった。し

かし1980年忌にはほとんど総ての主要農産物に

構造的な過剰生産が現れてきた。農業部面におけ

る一般的過剰生産の出現に先ず根底的な問題を見

るのである。それは高度資本主義が農村経済の安

定のために採用し運営してきた農産物価格支持制

度が生産の発展を促した結果ついに行き着いた袋

小路だからである。

　ECには冒頭に述べた財政危機以前から，特に

1980年代に入って後に，慢性的な過剰生産が出現

しており，それに対して，すでに1984年からミ

ルク部門で生産割当制が採用されたし，1985年に

はEC委員会がいわゆる“Green　Paper　of　1985”

を提出して穀物部門の過剰生産の是正方針を明ら

かにしている。そこで一般的過剰生産とその是正

方針を検討することによって，ECにおける農産

物過剰問題の将来について一定の展望を得ること

ができるであろう。

　その展望は現在世界的規模で進展しつつある農

産物過剰生産問題ヘー定の示唆を与えるであろう。

1980年代は70年代と対照的に世界的な食料過剰

生産の時期となったが，その中で政策に支持され

た高度資本主義国の輸出は急激に伸び，発展途上

国の増産と重なって，世界的な農産物過剰をます

ます悪化させ，ひいては発展途上国の外貨獲得を

阻害することによって，経済の低成長を自ら招き

よせているのである。（世界銀行の報告によれば

1978年から発展途上国の食料品貿易収支は1960

年以降維持してきた約30億ドルの黒字から赤字

に転化した。他方資本主義的工業国の食料品貿易

収支．は70年代半ばから黒字となっていたが，
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1978年から急上昇し80－84年には平均約150億

ドル余りにも達している1）。）

　更にECについて得られた展望は現在進展しつ

つあるGATT新ラウンドを検討する揚合の1つ

の資料となる。世界的な食料過剰生産に対して経

済学者や国際機関が提唱できる提案と言えば，「市

場適応型（marke七一〇riented）農業政策」であり，農

産物貿易の自由化である2）。穀物部門の過剰生産

に対してEC委員会が行った提案も同じ趣旨のも

のであるが，それにたいするECレベルの反応を

検討することによって高度資本主義の「市揚適

応」的な農業政策への姿勢を解明する場合のひと

つのケーススタデーを得ることができよう。

2・EC農業の一般的過剰生産の構造

　A・共同農業政策の変質

　ECにおける農産物の過剰生産とそのはけ口と

しての輸出の増加は，共同農業政策（以下CAPと

略称する）の制度に支えられている。EEC条約は

第39条において共同農業政策の目標を5つ掲げ

ているが，それは「生産力の向上」，「農民の生活

水準の保証」，「市揚の安定」，「供給の保証」，「消

費者への妥当な価格」である。これを今日の観点

から見直してみると，ECは農業政策に産業政策

と社会政策の2つの役割を担わせようとしたこと

が分かる。「農民の生活水準の保証」というのは，

社会政策的観点であるし，他の4つは産業政策的

観点が強い。そしてこれら2つの役割を1つの制

度に同時に担わせた。その制度は「統一価格，共

同体優先，共同財政」を3大原則としていた。

「統一価格」＝価格支持制度で価格を人為的に支え，

　1）Kaletsky，　Anatole［13］．世銀の試算では，現在

主要な温帯食料一穀物，米，肉，酪農品一を世界
市揚価格に晒すなら，工業国は460億ドル，発展途上

国は180億ドルを得る。工業国では価格低下による消

費者の利益1040億ドル，農民の損失560億ドルであ
り，発展途上国では価格上昇の結果である上記金額は

ほとんど農民にいく。

　2）そのような提案を盛り込んだ研究として，
Johnson／Hemmi／Lardinois［11］がある。発展途上国

の利害を強く反映する傾きのある世銀，UNCTADも
ほぼ同じ立場である。後者については，UNCTAD［22］
を参照せよ。
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EC外部からの影響は「共同体優先」の保護主義

によって遮断し，もって上の5っの目標を達成し

ようとするのである。制度そのものの説明は他に

譲らざるをえないが3），ここで強調しておきたい

のは，第1にこの制度は1960年代前半のECの

状態を前提していたが，当時ECは大部分の農産

物について純輸入地域であった，第2に価格支持

による農民の生活保証の基準は平均的な農民の所

得を他の生産部門の賃金と比較して劣ったものと

ならないようにするということを想定していたと

いうことである。

　上の第1の点に関連していえば，純輸入地域で

あるECは輸入課徴金収入をあげることになるが，

それをもって制度を運営すること，輸出補助金は

例外的な過剰生産の際に「油揚の安定」を実現す

るための補助装置と考えられていたのであった4）。

だが「共同体優先」によって世界市揚の価格変動

から守られ，EC構成国の農林大臣が共同で決定

する農民に有利な支持価格，肥料や機械の投入の

増大，技術発展に支えられて，過去25年間に農

業生産の量的な増大は年率1．5－2％，もっとも生

産性上昇の顕著な小麦の揚合には年率3％に達し

た（ちなみに小麦生産は耕地の増大によってでは

なく．土地生産性の上昇によってこれを実現した。

1975－79年平均で4．24トン／haであったのが1980－

84年平均では5．16トン／haとなった）。ところが

消費は年率0．5％でしか伸びなかったので，多く

の生産物が自給率100％を越え，輸出に向かうよ

うになった。それ，が構造化し顕著になるのは1970

年代末以降のことである。CAPの当初の想定と

は反対に，ECはアメリカに次ぐ大農産物輸出

「国」となった。それとともに輸出補助金は世界

市揚へ農産物を吐き出す攻撃の武器に転化し，輸

出補助金支出も急増したのである。

　CAPがもたらしたEC農業の変質として，も

う1つ見落とすことができないのは，上述の第2

　3）CAPの制度については田中素香［20］第5章3
を参照されたい。なおCAPの保護政策を詳しく解明
した最近の労作として，柘植徳雄［21］を挙げておき
たい。

　4）　Commission　of　the　EC［4］，　pp．39－40．
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表1　大経営への生産の集中 （単位：％）
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響
60頭以上保有 30頭以上保有 400頭以上保有

経営数 日　数 経営数 頭　数 経営数 頭数

1977年
1984年

12．5

16．3

48．0

56．2

9。5

12。2

38．6

51．5 2
6

ー
ワ
U

33．4

52．1

29頭以下保有 14頭以下保有 49頭以下保有

響
．

経営数1頭数 経営数1頭数 経営数1頭数
1977年
P984年

69．5

U5．5

25．7

Q0．4

71．1

U4．5

30．5

Q1．7

88．7

W7．1

19．4

PL7

経営総数 総頭数 平均頭数 経営総数 総頭数 平均頭数 経営総数 総頭数 平均頭数備考：

P977年
P984年

n．　　a．

Q41万

7781万ホ

V849万

28．4

R2．8

n。　　a．

P62万

2530万＊

Q490万

12．9

P5．7

n，　　a．

P86万

7505万事

V963万

29．2

S2．0

〔注〕q978年。

1）畜牛は肉牛と乳牛を含む。ECの牛肉生塵の約80％は乳牛による。

2）　1977年はEC　9，1984年はEC　10（ギリシアを含む）。

〔出所」Comission　of　the　EC［5］，1979，1985．

のCAPの前提と関連して，農業経営の所得格差

の増大，つまり農業構造の変化が生じたことであ

る。CAPによる価格支持は，効率のいかんを問

わず，平均的な農業経営を基準としてその所得を

保証するということで開始されたが，それは必ず

しも非現実的とは言えなかったであろう。たとえ

ば小農を中心とする西ドイツの二合，1960年代初

めには，経営あたりの所得分布は平均的経営の周

辺に高い割合が集中していたのである。しかしこ

のような状態は急速に変化していく5）。平均的経

営の所得保証を基準とする価格支持が，大規模生

産を行い単位コストの低い富農層に有利であるの

は明らかである。技術の進歩に応じて機械化など

の投資を迫られながらそれを十分に活用するだけ

の耕地や家畜数を保有していない多数の農民に支

持価格の引き上げの要求が最も強いが，価格の引

き上げから最も利益を引き出すのは富農層である

という，些か皮肉な関係がそこに形成されている。

　その結果，ひとにぎりの大経営が生産に占める

割合はほぼ恒常的に上昇した。1980年にはわずか

6．1％の経営が耕地の41，9％を耕作している。同

　5）西ドイツの実例は，田中素香［20］，PP・138－9。

　またイタリアについて「資本家的農業の全部と農民的

　農業の少なからぬ部分」のCAP・への編成を説明した

　力作として，ファビァー二，グイド［7］がある。特に，

　その5，6章を参照。

じような状態は，畜産部門でも，大規模経営の利

益の大きいと言われる肉牛部門だけではなく，従

来比較的小農経営を中心とすると言われてきた酪

農や養豚にも顕著に現れている。表1に示されて

いるように，1984年にはこれら3っの部門では，

家畜数の過半は，門門で60頭以上を保有する16

％の経営に，ミルクでは同じく30頭以上を保有

する12％の経営に，養豚では400頭以上を保有

するわずか2・6％の経営によって所有されている

のである。1977年と比べると，この規模の経営数

と保有家蓄数が全体に占める割合はそれぞれ上昇

しており，経営規模の拡大と生産の上位集中を物

語っている。反対に3つの部門総てにおいて，平

均保有頭数以下しか保有していない経営のウエイ

トは，経営数でも保有頭数でも減少している。も

・つとも経営数に占める割合はなお極めて大きいの

だが。

　以上によって，いずれの揚土にも，ひとにぎり

の経営への生産の集中が進んでいることが明らか

であり，それ’は第1に平均的農民の所得保証をメ

ドに設定されたはずの支：持価格が大経営に高い利

潤率を保証し大規模化への進展を可能にしている

ということ，第2に生産，したがってまた過剰生

産のますます多くの割合をそれら富農層が担当し，

そのためにますます増大する財政支出をタックス
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図1　農業基金保証部門の支出
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1）1973－75の単位はUA。

2）1985年は7月19日に承認された支出を含む予算額。

3）1986年は当初予算。同年の点線は春の段階の予想支出額。

4）　グラフは片対数。

Com皿ission　of　t1ユe　EC［5］各年：号。

20

10億

　　　　〔出所〕

ペイヤーが負担していることを意味している。

　B・一般的過剰生産の発展とEC財政への反映

　ECにおける農産物の生産増加は，　EC域内の

消費を越え，多くの部門で輸出の急増を引き起こ

した。その状態は欧州農業基金の保証部門の支出

に反映する。消費を越える生産物部分が介入によ

って買い上げられ保蔵されると「介入費」支出が

生じ，輸出され，ると「払戻金」に計上され’るので

ある。季節的な要因によって自給率100％以下の

揚合でも介入費を要するし，輸出され’ることもあ

るが，大体において支出が急に増えるのは自給率

が高くなってからである。図1に1973年以降の

農業基金保証部門（介入と輸出補助金に支出する。

品目によっては補助金や蒸留費などを含む）の総

86
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支出，3大支出品目であるミ

ルク，穀物，牛肉と，砂糖

一以上はいずれも温帯生産

物，ECのいわゆる北方生産

物である　　，更に主要な南

方生産物である［オリーブオ

イル十野菜・果物十ワイン十

タバコ］の合計値，それぞれ

の推移を示している。最後の

南方生産物に分類した品目は

一部北方でも生産されるが，

主として南方つまり地中海地

域の生産物である。1973年

目34億ECUに過ぎなかっ

た総支出は86年目は200億

ECUを上回った。個々の品

目についていくつか特徴をあ

げると，（1）1978年までミル

ク生産物が単独で総支：出の約

半分を占めていたが，80年

代にはいると30％程度に下

落した，（2）穀物，牛肉は合

計して大体25％程度を維持

し，総支出とほぼ同じ伸びを

示している，（以上3品目を

合計すると，1980年代で全

体の55－60％程度を占めてい

る），（3）南方4品目合計は，1981年以降穀物お

よび牛肉を抜いて2位に上昇した。南方農産物に

ついては，従来北方農産物に対して冷遇されてい

るとの批判が繰り返し行われてきた。今日もそれ

がなくなっているわけではないが，それでもスペ

イン，ポルトガルの加盟への対応（「統合地中海計

画」の実施）や地域政策的意義の重視などの結果，

最近に至って構造政策を含めて保護の手が差し伸

べられ，それが生産の増加につながっているので

ある。以上を要約すれ’ば，1970年代には過剰生

産にともなう財政問題はほぼミルク部門に限られ

ていたが，1980年代になると多くの生産物に拡張

し，CAP全体が構造的な過剰問題にとりつかれ

たといえよう。つまり一般的過剰生産の定着であ

◎

o

寓

●
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る。

　こうしてECは今日ではアメリカに次ぐ世界第

2位の食料品輸出領域となった。酪農品，牛肉で

は世界第1位，穀物と砂糖で第2位，ワイン，ア

ルコール飲料でも世界有数の輸出「国」である。

生産においても，穀物でアメリカ，ソ連に次ぎ，

ソ連の最近の生産不振によってそれ’にキャッチア

プする勢いを示している。構成国をとっても，例

えばフランスは小麦生産ですでにカナダを追い越

している。

　このような生産，輸出の推移が世界貿易に与え

た影響について詳しく述べる余裕はないが，次の

点だけを指摘しておこう。第1に，温帯生産物の

EC域外からの輸入は1970年代末に急激に減少し

た。オーストラリア，ニュージーランドのような

国の輸出はイギリスがECに加盟したこととあわ

さって急減し，日本などへの輸出先の転換を図ら

ざるを得なかった6）。特に発展途上国にとって

1973－78年の農産物輸出の3分の1はEC向けで

あり，1979年で約270億ドルに達していたのに，

温帯食料品の輸出はその後急減し，ゆっくり輸出

が増えているのは熱帯産品のみにすぎない7）。第

2に，食料品の貿易収支赤字は縮小した。過去20

年間EC農産物輸出の伸びは生産の伸びの2倍に

達したが，とりわけ1980年以降世界輸出の伸び

を上回り，輸入はそれを下回った。食料品（SITC

O）めみを取り上げると，輸入は1978年に267億

ドル，1983年に266億ドルと変わらず，輸出は同

じく109億ドルから164億ドルに増加したので，

収支は158億ドルから103億ドルへ差引き55億

ドル改善した8）。共同市場組織に包括され，ている

生産物のみを取ってもECUを単位にして計算し

てみる’と1973－83年で輸入は133→258億ECU

と1．9倍，輸出は49→177億ECUと3．6倍に増え，

収支は赤字約80億ECUと変わらないが，経済規

模の拡大に比して縮小している9）。CAPの1980

6）力償爪優［・・］。

　7）　Koester／Bale［15］，p．3。なお磯野喜美子［9］は

2つの商品を取り上げたケーススタディーである。
　8）　Commission　of　the　EC［5］，1985，　pp．262－3．

　9）　Commission　of　the　EC［4］，　Table　lC，
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年代の発展は，このように，EC財政問題を越え

て世界農産物貿易にも大きな影響を与えているの

である。

3・農産物過剰生産の是正のための提案と施策

　A・価格引き下げによる是正一EC委員会の

　　　　‘‘Green　Paper　of　1985’，一

　既存の生産増大傾向を放置すれば，例えば穀物

の余剰累積量は，比較的楽観的な輸出見通しに立

脚しても，1985／86年4700万トンから1990／91年

には7500万トンに増加するという。悲観的な見

通しではそれは1億トンあるいはそれ以上に達す

ることになるが，国際小麦理事会（International

Wheat　Council）による1990年の穀物（米を除く）

の総貿易量の推定値は，2億2500万トンに過ぎな

いのである10）。穀物は年毎め豊凶によって生産量

が相当大きく変動するから，これらの見通しがそ

のまま実現するとは勿論言えないが，それにして

も，現状にCAPを放置することはもはや不可能

であり，過剰生産の是正をなんとしても実現しな

ければならないのである。それは，変質してしま

ったCAPの制度に手をつけることを意賊する。

　過剰生産を市場によって是正するもっとも正統

的な方法は価格の引き下げである。CAPの出合に

は支持価格の相当大幅な引き下げということにな

る。それによって生産コストの高い経営を生産か

ら脱落させ，生産性の高い経営だけが生産を継続

できるようにする。後者は生産から脱落した経営

が保有していた土地などの生産手段を併合し，合

理化を進め，世界市揚でも，輸出補助金無しに競

争できるようになるかもしれない。いずれにせよ，

農業構造の改善と輸出補助金の引き下げが同時に

実現するわけであって，ECにとって理想的な改

革といえるであろう。他方で価格引き下げに耐え

きれないで脱落する農民への所得保証や年金の積

増しなどの社会政策を避けることができない。

　EC委員会は，その“Green　Paper　of　1985”の中

で穀物部門をCAPの「要め石」と呼んで，先ず

この部門で価格引き下げ／所得補償方式を適用し

10）　Jonston，　Michael［12］，　pp．1－2，＆p．9．
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たいとしている。その背景には，次のような穀物

部門の生産構造がある。穀物生産経営はEC　10ヵ

国で375万を数え，EC　7ヵ国では半数以上の農

民が穀物を生産している。しかし，生産の中心に

はごく小数の大農が位置しており，45万の経営，

つまりわずか12％が過半を生産している。ちな

みに50ha以上の耕地を所有する経営は約35万

である。特にパリ地域，イングランド南部はもっ

とも効率的な「スペシャリスト」が集中しており，

規模は劣るが，西ドイツ北部にも大農の集積がみ

られる。他の極に小農が位置しているが，彼らは

牧畜と旧作を兼営するなり，農業外の職業と兼業

するなりしている場合が比較的多い。両者の中間

に中農があり，その相当多くは所得の大部分を穀

物に頼っている。

　EC委員会の提案の核心は，次のようなもので

ある。穀物の実質価格を相当大幅に一定期間にわ

たって引き下げ続ける。これ，によっても若干の生

産量の増大が生じるであろうが，価格が下がって

いるので競争力が上がり，輸出およびEC域内で

の飼料，輸入穀物の代替などによって，需要を確

保できるであろう。輸出補助金は大幅に減少する。

その過程でとくに穀物生産への所得依存度の高い

中程度の経営は大きな打撃を受けるので，所得補

償を行わねばならない11）。

　所得補償の方式としては，不足払い制度が従来

から行われてきているが，それは二大な費用を要

し，また生産を刺激するので採用できない12）。そ

こで次のようないくつかのアプローチを併用す

る13）。（1）期間前年金制度。農業を主たる職業と

する農民に離農を条件に55歳から年金を支給（通

常は65歳から）する。有資格の農民数は60万人

である。この形態での離農を効率的に進めるには，

構成国政府がECの補償に上乗せすることが望ま

しい。（2）構造的アプローチ。所得の50％以上を

11）　Commission　of　the　EC［4］，　pp．23－4．

12）　これと関連して注目されるのは，UNCTADの
見解であり，価格に及ぼす影響という点から，EC型
の輸入課徴金よりも，世界市崎価格を受け入れて生産

者に直接所得補助をする不足払い制度を推奨している。

UNCTAD［22］，81ページ。
13）　Commission　of　the　EC［4］，　pp．57－62．
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農業から得ており，かつ労働時間の50％以上を

農業に振り向けているいわゆる専門農民（profes－

sional　farmers）の場合，価格引き下げの結果とし

て，所得が減少し，かつ債務の担保となっている

土地の価格が下がるので，経営がたちいかなくな

る恐れが十分にある。債務に対する一時的な補助

を行えば経営を持続できる経営には農業基金指導

部門（農業構造政策を担当する）が支援を行う。所

得の減少については，その地域の平均所得の例え

ば75％以下に下がった揚合に，一定の補償をす

るが，期間は5年，補償額は逓減的とし，この期

間に経営を継続できないことが明らかになれば，

農業外に職業を求めるなり，期間前年金支給制度

に依存するなりする。委員会の見積りでは約190

万人がこれに該当し，農業基金指導部門の支出は

5年間で40－60億ECUである。（3）社会的アプロ

ーチ。代替的雇用のない地域の非常に貧困な農民

に集中される。農民の総所得がその地域の賃金所

得にくらべてκ％低いときに，差額を補償する。

補償は農地所有者に限り，また環境保全的な意味

あいをもつ農地を中心に考える。適用を受ける農

民数は100－150万人である。（4）買い上げアプロー

チ。零細地や生産性に恵まれない土地を所有する

農民が休耕措置を取ったり，．耕作権を放棄したり

したときに，生産量などに応じて所得補償を行う。

　以上から明らかなように，委員会の提案は，価

格引き下げ／所得補償方式であり，将来の生産を

大農と価格引き下げに耐えぬく力のあることを実

証した一部の専門農民とに委ね，その他の農民は，

農外に職業を求めるか，引退するか，休耕するか，

あるいは環境保全としての農業を担当するか，い

ずれにせよ，農業生産力としては計算外におかれ

ることになる。表現を変えれば，従来CAPが不

可分に担ってきた産業政策としての農業政策と社

会政策としての農業政策を2つに明確に分け，前

者のみを残すというのである。産業政策としての

農業政策は大農中心に編成し，内外の市揚に安価

な穀物を供給する。価格引き下げによって輸出補

助金や介入費用は削減される。他方で，価格引き

下げを耐え抜く力のない経営は農業から撤退させ

てその所有者を社会政策の対象とする。中小農の

●

∂
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Jan．1987 EC共同農業政：策の改革をめぐって

安楽死計画と副うこともできるであろう。

　B・マンスホルト・プランとの比較

　このように，農業政策が担ってきた産業政策と

しての役割と社会政策としての役割をはっきりと

区分し，大農を産業政策としての農業の担い手と

し，中小農の安楽死をはかるという点では，委員

会提案はかつてのマンスホルト・プランを引き継

いでいる。そこで両者を簡単に比較しておきたい。

　マンスボルト・プランの核心は，10年間（1971

－80）の間に農業就業者の半数を離農させ，残った

経営を単独でか集団化によってか「生産単位」に

転化させる。この「生産単位」は各々の生産領域

で最適規模の生産を達成しなければならないが，

その規模は，穀物で80－120ha，酪農で40－60頭，

肉牛で150－200頭，養豚で450－600頭である。

「生産単位」はさらに他の生産領域の「生産単位」

と結びついて「近代的農業企業」を組織し，価格

変動への抵抗力を獲得する。「生産単位」の規模

の設定においてはアメリカ農業との競争が強く意

識されている。つまりEC農業の構造改善によっ

てアメリカ農業と世界市揚で競争できるものにし

ようというのがマンスホルト・プランの基本構想

であったと言えよう14）。

　今回の“Green　Paper”においてEC委員会は，

EC農業が家族経営に支えられていることを理由

に「アメリカ型」への構造改善は欧州では「可能

でもないし，望ましくもない」と明言している15）。

マンスホルト・プランは農民の抵抗にあって実現

しなかったが，農民がそのような構造改善計画を

受け入れ，ないであろうことは今日でもかつてと同

じであるし，しかも世界農産物市揚の過剰生産状

態を前に大規模化と増産を意味する提案は行えな　．

いというのであろう。しかし他方で，表1の大農

の経営規模を見てみると，マンスボルト・プラン

にいう「生産単位」のレベルに達しているか比較

的接近している。言うまでもなく，15年前と今日

　14）　Kommission　der　EG［16］．なおこのプランの運

命については，田中素香［20］138「42ページを参照。
　15）　Commission　of　the　EC［4］，　p．　II．フルタイム，

パートタイムー切を合わせるとECの農業就業者は
1400万人であるが，その内家族と無関係の者は100万
人に過ぎない（p．12）。
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では技術水準が違うからその規模はもはや今日の

最適規模ではない。とはいえ，ひとまずの経営規

模に大経営は構造改善政策の力を借りないで到達

したのであって，その部分に今後のEC農業を委

ねようというのが委員会提案の本音とみてよい。

それ故，「アメリカ型」との違いを強調している

からといって，家族農業を守ろうとしているわけ

では決してないのである。

　EC委員会の意図は，価格引き下げによって大

経営のみを残そうとする点にあるということは上

述したとうりである。そこでその価格引き下げの

幅が問題になる。この問題を考えるためには，・

1970年代以降の価格の推移を．参老にする必要が

あろう。表2に示すように，1972年から86年に

至る実質農産物価格の運動は4つの時期に分けら

れる。実質価格が上昇すると急激な生産拡大が起

こり，財政危機を招いて価格抑制に移り，それに

よって財政危機が一時緩和され農民の不満が高ま

ると再度価格抑制は緩められ，またもや財政危機

を引き起こすという過程の繰り返しである。しか

も年率3％程度の引き下げを2年続けたくらいで

は過剰生産の解消に効果はなかったことがわかる

　　　衷2　農産物の実質価格の平均上昇率　（単位：％）
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〔註〕零　ギリシアについては1983184／198i182。

　1）最終的な農業生産に応じた価値額によってウェイトづけし

　　　た価格の上昇の平均値。

　2）算定の基礎になる続一価絡には指標価格かそれに相当する

　　　ものをとった。

　3）統一価格を国民的価格に換算するグリーンレートは各々の

　　　農産品年度の年度末値をとった。

　4）西ドイツとオランダについては1985年1月1日に生じた
　　　プラスMCAの除去による価格下落を含んでいない（農民

　　　の所得下落には当詩国とECとが所得補償をした）。
〔出所」Commissio皿of　the　EC［4コ，　Table　g．
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〔註〕1）「酩農用引渡し」（deliveries　to　dairies）分のみ。ただし

　　　　ギリシアのみはミルク総生産高で計算。

　　2）消費はバターベースのミルク同等品（milk　equivalent

　　　　on　butteτbasis）で計算。

　　3）供給・需要の1984－90年は推定値。
　〔出所〕Commission　of　the　EC［5］，1984，　p．52．

のである。この経過からEC委員会は2つの結論

を引き出している。第1は生産水準に影響を及ぼ

すためには価格引き下げは相当大幅でなければな

らない，第2に価格を引き下げると生産者は固定

コストをカバーするために増産によって対処する

ので価格抑制の効果が現れるまでには数年を要し，

したがって比較的長期間価格抑制を首尾一貫して

追求することが不可欠である16）。そこではしかし

価格引き下げの数値は明示されていない。

　Agra　Europeは，“Green　Paper”の論評におい

て，穀物部門の価格引き下げの値を具体的に20％

と＝書いている。これだけの引き下げが実現すれば，

限界的な耕作地で生産している穀物生産者一彼

らは1億4000万トンの穀物生産の約半分を生産

している　　を利益のあがらない状態に追いやる

ことができ，これによって25％以上の生産を削

減して生産と消費の均衡を達成できるであろう。

しかしその過程で，約200万にのぼる限界的生産

者の約半数がEC委員会の所得補償の適格者とな

り，所得補償を1人年間2000ECUとして年間

EC全体で20億ECUを要するが，それは節約さ

れる輸出補助金から捻出できる17）。これが，

16）　Commission　of　the　EC，［4］，　pp．17－9．

17）　Agra　Europe［1］，p．17．
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“Green　Paper”の計算なのである。

　C・ミルク部門における生産割当制の導入

　価格の大幅引き下げとならんで過剰生産を抑制

するもう1つの方法は直接の生産割当制である。

この方法は，“Green　Paper，，のmarket－oriented

な方法とは正反対に，国家が生産量の決定に直接

介入するわけであり，一種の統制経済に他ならな

い。それ故，市場重視の農業政策の提唱者にとっ

ては許しがたい方法といえる18）。しかしECで先

ず採用されたのは，こちらであり，その検討を欠

かすわけにはいかない。

　図2に示されているように，1974－75年にはミ

ルク生産物の需給はほぼ均衡していたが，1970年

代の後半に乖離が拡大し，1983年には消費が不況

の影響で8200万トンに下落したのに，生産は1

億400万トンに達し，差は2200万トンに開いた。

1980年代前半の生産のト、レンドが持続すれば，

1990年には生産と消費の差は3000万トンを軽く

上回るであろうが，それは世界がECのみから輸

入するとしても吸収できそうにない量である。

　ECにおけるこのような生産と消費の乖離に対

して，すでに1977年にいわゆる「共同責任課徴

金制」が導入された。これは域内消費と輸出動向

を勘案して定めた一定の限界を生産が越えると，

販売収入の一部を課徴金として生産者が負担し，

それによって基金を作り乳製品の販売拡大に利用

するというものである。それに加えてミルク部門

の支持価格は1981年から消費者物価上昇率以下

に抑えられてきた。しかし，これらの政策は，価

格抑制からくる実質所得への打撃を生産量の増加

で克服しようとする農民の増産活動の前に無力で

あった。「共同責任課徴金制」が課する課徴金も

比較的低率（指標価格の1．5－2。5％）であって，生産

性の上昇で吸収されうる程度のものであった。前

節で明らかにした大農への生産集中傾向を見れば，

この程度の賦課金や価格上昇率が増産による生産

性の上昇で吸収されないはずはないのである。

18）例えば前出のJohnson／Hemmi／Lardinois［11］

は，p．49でECのミルク部門の割当制を批判し，そ
れが恒久的な制度にならないようにするとともに，い

ずれ適切な価格制度で置き換えることを求めている。

∂

鴨
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1984年3月には，やはり過剰在庫を抱えたアメリ

カの補助金付き輸出の圧迫を受けるという事情も

あって，バターの在庫は90万トン，ミルクパウ

ダーの在庫も同じく90万トンに達した。

　こうして「共同責任制」を越える生産割当制

（割当量を超過した生産者には特別課徴金super－

levyを従来の共同責任課徴金に追加して賦課す

る）が遂に1984年に導入されるに至った。割当は，

「酪農用引渡しdeliveries　to　dairies」と「直接販

売direct　sales」（中間業者を介しない生産者から

消費者への直接販売）の両方に賦課され’るが，量

的には前者が圧倒的（100対3ないし4）である。

割当は1984年4月から実施し，前者は，図2の

示すとうり，1985年から約9900万トン，つまり

ほぼ1981年の生産水準に1989年まで釘付けされ’

る。割当は国別に行われ，各々の1981年目生産

高プラス1％とする。しかしアイルランドとイタ

リアについては特別の事情を勘案して1983年の

生産高（1981年より高い）を基準とする。また別に

「共同体留保」を認め，地域的な困難などを配慮

して国または地域に配分する。1984年にはその額

は33万5000トンで，イギリス，ルクセンブルグ，

北アイルランドに配分された。割当は各々の生産

者に割り当てる方法（Formula　A）と購買者（ミル

ク販売業者や酪農工揚など）に割り当てる方法

（Formula　B）のいずれかを選ぶことができる。

　割当量（reference　quantities）を生産者ないし購

買者が越えた場合，課徴金はミルクの指標価格

（target　price）の100％（formula　B）ないし75％

（formula　A，および消費者への直接販売の揚合）

である。後者の場合には，購買者を媒介にして生

産者負担分に相当する課徴金は結局生産者が負担

することになる。割当量は上述のように1981年

の各国の生産量がベースになるが，各国は何も

1981年の通りに各生産者や購買者に割り当てる

必要はなく，1982年あるいは83年を基準にして

もよい。とにかく割当量を守れば，その配分の仕

方は，近代的経営や若い生産者に特別配慮するこ

となどを含めて，相当大幅に各国の裁量に委ねら

れている。徴収された課徴金はミルク部門での支

出を融資するために使用される19）。

21

　割当制は価格引き下げと並ぶ過剰是正の方法で

ある。ミルク部門の9900万トンという生産量は

これを価格引き下げで実現しようとすれば，12％

の価格引き下げに相当すると推定されている。

EC農相理事会は，財政危機に圧迫されて，価格

引き下げよりはまだましと判断して，やむなくこ

の措置を採用したのであった。だがEC委員会は

割当制に批判的である。複雑な管理措置，割当の

修正をめぐる国家対立の可能性，旧来の生産構造

の維持といった短所の他に，「再国民化」の危険

性があるというのである。割当制によって生産量

が抑制されると，規模の利益に反するところがら

生産コストは上昇するであろう。それ故，農民か

らは価格引き上げか所得補助の要求が生じてくる。

ECレベルではいずれの措置も財政危機によって

採用されにくいということになると，結局構成国

政府が農民に所得補償を行わざるをえないことに

なる。農業市場政策では超国家機構であるECが

政策権限を握っているが，構成国の間接税の相違

をひとまず別としても，1970年代早々にMCA

（国境調整金）の出現によって，国民経済が共同市

場を分断し，一種の「再国民化」の事態が現れ，た。

MCAはEMSの創設とそこでのEC諸通貨の為
替相場の安定によって縮小される傾向にあるが，

今度は，露骨な所得補助の形で「再国民化」が現

れることになる。その際当然のことながら豊かな

国ほど補償にも余裕を持てるから，ECレベルで

の競争は歪曲され，共同市場は有名無実化する。

これはEC委員会が割当制に反対し，　market－

orientedな価格引き下げを過剰是正の正当な手段

とする重要な理由である20）。「再国民化」は共同

市揚に立脚するECにとって「体制問題」として

の性格を持っているのである。

　だが1984年に導入された割当制にはもう1つ

重大な欠陥がある。それは，図2に示されている

ように，供給を需要に量：的に適合させるものでは

なく，たんに過剰生産の急上昇を抑制する措置に

19）　以上の割当制の説明は，European　Communit圭es

［17］pp．11－16，［18］pp．11－16によっている。

20）　Commission　of　the　EC［4］，pp．19－20．　Dづ〃。［5］，

1985，pp．74－75．



22 経　　済　　研　　究

すぎないということである。供給と需要には約

1500万トンほどのギャップがある。この部分はミ

ルク生産物の輸出動向に依存するわけであるが，

1984年の輸出量は，スキムドミルクパウダー約

100万トン，ミルクパウダー71万トン，コンデン

スミルク約76万トン，バター約76万トン，チー

ズ約88万トンにすぎず，酪農品におけるミルク

の濃縮度を考えにいれ，ても，上述のギャップを輸

出で排出するのは容易でないことが分かるのであ

る。輸出が抑えられれ，ば，過剰在庫の累積は避け

られない。

4・過剰生産是正の政治的無能力

　A・過剰是正の現状

　1986年夏に欧州南部は干魑に襲われ’，穀物の収

穫に打撃を与えた。更に穀物自給率の低いスペイ

ンとポルトガルのEC加盟によって，穀物部門で

は過剰問題は一時棚上げされた形となっている。

1986／87年の農産物支持価格は，1986年4月農相

理事会で決定されたが，パン製造用小麦の介入価

格は据置き，飼料用小麦と大麦の介入価格は5％

引き下げられた（いずれもECU表示）。更に品質

チェックを厳しくして最大10％までの価格引き

下げ効果をもたせる他に，25トンを越える出荷に

ついて農場あたり3％の課徴金を賦課して輸出促

進費用などに当てることにしたが，これも実質的

な価格切り下げである21）。しかしこれは過剰生産

に圧されてやむを得ず採用された措置であり，EC

委員会の“Green　Paper　of　1985”の価格引き下げ

の方向へ一歩を踏み出した決定と評価することは

できない。そして“Green　Paper”そのものもまだ

農相理事会のレベルで本格的に取り上げられてい

ないのである。

　ミルク部門の割当制は導入以来2年余りを経過

した。生産量でみる限り，ミルクの総生産量は，

1983年の1億1200万トン（うち1億400万トン

21）　Agra　Europe［2］．なおECUにたいして中心レ

ートを切り下げた通貨国はグリーンレートの切り下げ

によって，ECU表示の統一価稲から独立に，自国農産

物価格を引き上げるという抜け道が残っている。1986

年春フランスはこれを利用した。

VoL　38　No．1

が酪農用引渡し）から84年には1億1050万トン

に低下し，85年には更に低下がみられた。それ故，

生産割当制は成果を納めた。しかしその成果をミ

ルク製品の在庫量でみる限り，割当制は成功して

いない。1986年10月段階で，スキムドミルクの

在庫は107万トン，バターの在庫は138万トン，

ともに史上最高である。なぜなら輸出が低下した

からである。昨年半ばからのドル相場の下落，ア

メリカの補助金付き輸出，発展途上国の支払い能

力の低下などが，輸出を制限した要因である。し

かもこのような情勢の中で，農民の生産意欲はか

えって上昇し，生産拡大の動きさえみられる。

1985年までは割当量は守られたものの，1986年

には数％超過の予想が出ている。

　イギリスの揚合，割当制の導入の時点では，シ

ョックを受けた農民に今では割当制を歓迎する声

が高いと言われる。まず割当量を固定されて政府

は，目いっぱい生産しないと次の抑制のときに割

当を減らされることを恐れて，割当量のやり取り

を許した。過剰地域があると不足地域と相殺する，

過剰生産農民は不足生産農民と相殺する。したが

って，割当量を越えて生産した農民も特別課徴金

を払わないか，あるいはわずかの支払いで済ます

ことができた。そのうちに割当量を農民が相互に

融通するようになった。他方で，割当制導入の代

価としてミルク生産物の価格は引き下げられなか

ったが，生産コストは，飼料に使用される大豆，

とうもろこしなどの世界的な供給過剰による十か

年来の安値（1986年夏，ドル表示）への落ち込み，

ドル磁心と石油価格の下落などによつで，相当に

低下した。これによって，ミルク生産農民は1982／

83年以来の良好な利潤状態を実現し，穀物につい

ても割当制歓迎の声が聞かれるに至っているとい

う22）。しかし他方で割当制が導入される以前に

1982／83年頃の生産増加率を基礎に設備拡大を行

った農民は，予想したほどに生産：量を伸ばすこと

ができないので，銀行への債務支払いから圧迫を

受けており，イギリスの事態を他のEC諸国に等

しく当てはめるわけにはいかないが，それでも，

22）　Dickinson，　Tim［6］．
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生産コストの下落と価格の安定は，割当制のショ

ックを大きく緩和している。さもなければ，84年

に設定した割当額への農民の不満が噴出している

であろう。

　EC委員会はこのようなミルク生産農民の利潤

状態を勘案して本年4月の価格決定理事会に4％

のバター価格引き下げを提案したが，西ドイツの

，強烈な反対で据置きとなった。しかし割当量は向

こう3年間にわたって3％引き下げることになっ

た。しかしその程度の引き下げではなんら根本的

な解決にならないのは言うまでもない23）。こうし

て春に勃発した財政危機は解消の展望をもちえな

いままに，来年に持ち越される。

　B・EC農相理事会における「国益損失最小化

　　　の原理」

　1970年代末から明確化した主要農産物の過剰

生産に対していままでECが示してきた対応は，

無能力と展望喪失と評価できよう。第1に，過剰

生産の是正あるいは縮小という点ではECの全て

の国が一致しているとしても，どの程度の縮小を

なすべきか，どの様な方法を採用すべきかについ

ては，バラバラである。構成国の農林大臣は，自

国農民の最大の支持を念頭におき，したがって，

Agra　Europeの表現を借りれば，現状の変更を最

小にする「国益損失最小化の原理」で行動するが，

その背後には各国の農業構造の相違が控えている。

過剰に対して価格引き下げによって対処する方向

を一貫して明白にしているのは，ECで最も大規

模な経営規模を有するイギリスのみである24）。そ

れとても生産物と国内農業の情勢いかんによって

は，態度を変更することがあるのはいうまでもな

い。フランス，ベネルクス，デンマーク，スペイ

23）　EC委員会の見積りでは，本年のバターの介入

による在庫の増加は記録的な50万トン，介入価楕は

トンあたり3120ECUであるから増加分のみで約15
億Ecu，保蔵コストはトンあたり400　Ecu／年，それ

ゆえ増加分だけで最大2億ECU，合計約17億ECU
となる。しかも保蔵されるバターは時と共に価値を喪

失する。最近輸幽された3年物のバターはトンあたり

わずか92ECUであった。これ’では保蔵するより捨て

た方がはるかに安上がりなのである。

24）　Jopling，　Michael（イギリス農相）の表明。　in：

Agra　Europe［3］，pp．2－4．
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ンは，現行のCAP制度の最大の受益者であり，

「共同体優先」というその基本原則を変えるつも

りはない。西ドイツは，農林大臣Kiechleを擁す

るCSU（キリスト教社会同盟）が農民票の獲得を

重要視しているために，「家族経営農民的農業」

をスローガンに掲げて，価格引き下げや農業構造

改善に原則的に反対である。ECでは，600万の

農民は自己労働のみで生産している。価格引き下

げは，大規模経営の農業企業のみを利し，大多数

の農民の利益に反すると言うのである25）。割当制

がEC委員会の指摘するようなあらゆる短所にも

かかわらずミルク部門に導入されたのも，これと

同じ論理である。割当制ではその負担は不均等に

ではあるが（例えば割当実施の直前に生産拡大を

計画して投資をした経営とそうでない経営とでは

負担が違ってくる）全ての経営にかかってくるの

で，上層の経営のみを利する結果になる価格大幅

引き下げよりは農民に受け入れられ安いからであ

る。

　第2に，超国家であるECと国民国家とが共に

農業政策の部分的な担当者であることから，他の

国にはみられない独自の過剰生産を許す構造が出

来上がっている。通常の国民政府の場合には，農

業関係のみが突出した予算を獲得できるのは政府

全体がそれを国家的重点課題とした揚合のみであ

り，それ以外の外合には少なくとも他の支出分野

とのバランスがはかられ，る。ところが，ECでは

他の支出分野とは一応無関係に，ECレベルで，

支持価格等が決定され’る。その際決定者である農

林大臣が念頭におくのは，自国の農民との関係で

あり，特に本年の西ドイツのように選挙の年であ

ったりすれば，農民票を意識した行動は更に強ま

るのである。こうして生じてくる過剰生産に対応

するために必要な支出は，ECの補正予算として

各国から追徴され，結局は承認され’るという経過

を繰り返してきたのである。しかし他方でそれは

ECの不況克服政策支出を抑制・削減する結果と

なり，1980年代半ばには由々しい問題に転化して

いるのである。

25）Kiechle，　Ignaz［14］．ドイツ農民同盟も同じ見
解である（Heerman，　C．　F．［8］）。
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　EC委員会の“Green　Paper　of　1985”は，　mar－

ket－orientedな政策を明確に打ち出しており，そ

れはまたGATTの原則に沿っている。高度資本

主義の農業保護政策が発展途上国の農業と外国為

替の獲得一したがってまた経済全般一を阻害

しているが故に，UNCTAD・や世界銀行も推奨し

ている政策改善の方向である。そしてそれはEC

内部でも農業以外の諸階級によって支持される方

向と考えられる。だがそれがEC構成国の農林大

臣を含む農業関係者の間で受け入れられる展望は

先ず皆無である。EC農相理事会では，農林大臣

は財政危機を一時しのぎできる最低限の改革しか

受け入れ’ないからである。それ故，Agra　Europe

は，穀物部門においても，結局なんらかの割当制

や共同責任制を混合してその都度適用する方式が

採用されるであろうと予想している。それは過剰

生産の是正にも，財政支出の抑制にも，根本的な

対策とはならないであろうから，今後ともEC財

政危機は繰り返し生じ，そのたびにEC委員会は

なんらかの「生産管理機構」を案出しなければな

らないであろう26）。それを見越してか，EC委員

会も，価格引き下げ／所得補償方式が穀物部門に

受け入れられない話合の「最後の手段something

of　a　Iast　resort」は割当制であると述べているの

である27）。

5・評価と若干の展望

　EC財政危機を激化させている農業部門の一般

的なそして構造的な過剰生産は，アメリカにおい

ても1980年代に入って見受けられるのであって，

ECのみに特異な現象というより，高度資本主義

にとって共通の問題と考えたほうがよいと思われ

る。その意義は次の点に見出せよう。

　第1に，福祉国家の一環として農業部門で実施

してきた所得補償の政策がついにコントロールの

極めて困難な過剰生産を帰結したということであ

り，そのような福祉国家政策の限界を示している。

第2に，農業における一般的構造的過剰生産に対

する高度資本主義のコントロール能力の喪失は，

　26）　Agra　Europe［1］，　p．17（No．8）。

　27）　Commission　of　the　EC［5］，1985，　p．74．

Vol，38　No．1

過剰生産に限度を設けることを極めて困難にし，

1980年代初頭不況以降の低成長と財政収入の制

約の下で財政危機を招来している。

　この2つは，極限に進めば，「都市と農村」と

の激突を生じさせるであろう。かつて大内下話は，

一方で国家独占資本主義が農業を生産の面でも雇

用の面でも「マイナーな部門」とし，他方でそれ

が政策能力を高めたことによって，「それ（農業問

題）がもはや現代の資本主義にとって決定的な問

題ではなくなった」ということ，農業問題は「体

制にとっては問題たる意味を失っているのであり，

それこそが国家独占資本主義的な意昧における農

業問題の『解決』の仕方なのである」との評価を

下した鋤。しかし1980年代に至って農業問題は

再び体制問題として復活してきたと考える。

　第3に，世界市揚との関連が重要である。高度

資本主義にとって過剰生産のはけ口は世界市場で

あるが，1980年代に顕在化してきた世界的な農産

物の過剰生産一それはすでに世界農業恐慌と特

徴づけることのできる内容を備えているように思

うのだが　　と絡み合うことによって，過剰生産

の克服が決定的に困難にされている。本年に入っ

て頻発しているアメリカとECとの激しい対立，

さらにはGATT新ラウンドにおけるいわゆる

「自由輸出14ヵ国」のアメリカ，EC批判は，こ

の世界農業恐慌を背景としているのである。生産

性を高める農業技術や農業関連のインフラストラ

クチャーの改善はなにも高度資本主義の独占物で

はない。発展途上国においても，例えば「緑の革

命」の過程で，様々な問題を生み出しながらも，

農業生産性は上昇し，それ’らの国の輸出能力や自

給率を高めた。「緑の革命」に一定の成功を納め

たインドの場合には，小麦など主要穀物の自給率

が特に1980年代に入って上昇し，その国の総輸

入に占める食料輸入の割合は，1974－76年平均の

約24％から1979－82年平均の約9％へ減少し，

28）大内力［19］，27－9ページ。もっとも大内氏は

同じ箇所でスタグフレーションが顕在化してくると農

業部門の有効需要支持能力に問題が生じるかもしれな

いと指摘している。しかし農業問題は先ず一般的過剰
生産という「古典的な」形で現れた。

■

‘



b

も

Jan，1987 EC共同農業政策の改革をめぐって

かつての大輸入国から輸出国へ変貌を遂げつつあ

る。またサウジアラビアのような国でさえ，補助

金の支給によって小麦自給政策をとった結果，

1978年にはゼロだった生産が86年には200万ト

ンにも達して中東地域中心に輸出を行いまた転作

を図らざるを得ない羽目に陥っているのである

（F勿醐。弼7『∫〃zθs，1・8・86）。こうして輸入は減少

し，輸出は増加するというのが現在の世界農産物

市揚の基本的なトレンドなのである。農業政策に

支えられた高度資本主義の農産物輸出は，補助金

によって急速に伸び，本稿冒頭に述べたように，

1978年から食料品貿易収支はついに発展途上国

の赤字，工業国の大幅黒字に転化した。こうして

高度資本主義の農産物過剰生産はその工業品等の

発展途上国への輸出制約要因に転化し，自らの恐

慌と長期不況からの脱出を制約しているのである。

　農業政策の過剰生産コントロール能力の低下は，

アメリカにおいてさえ政府提案の議会での修正と

いう形で現れているが，ECにおいて極端である。

農業関係者は政府（ECを含む）から農民まで，

1980年代に生じている過剰生産構造の維持に利

益を見出し，それを変更しないように政治的な圧

力を行使することに成功するとしても，それは一

方でEC財政をめぐる「都市と農村」との対立を，

他方で世界農業恐慌を，一層深化させるだけであ

ろう。だが価格引き下げ／所得補償方式が採用さ

れる展望はなく，可能なのは生産割当制強化の方

向である。その際農民の抵抗をかわすための「再

国民化」の進展は不可避であろう。開始された

GATTの新ラウンドがこのような状況になんら

かの救いをもたらしうるであろうか。

　　　　　　　　　　　　　　（東北大学経済学部）

　　　　　　　　参考文献

　［1］　Agra　Europe，‘‘A　New　Perspective　for　the

CAP～The　EEC　Commission，s　Policy　Options，，（オ87α

B7ゼφ”8　No．8），August　1985．

　［2］　Agra　Europe，‘‘The　1986　EEC　Farln　Price

Agreemeht　and　the　Future　of　the　C．　A．　P．，，（．48γα

Bγゴφπ8No．10），Apri11986．

　［3］　Agra　Europe，‘‘Papers　presented　at　the　1986

European　Agricultural　Outlook　Conference”（濯87α

E％70ρβ5ψθ6ゴα1Rθ1）o〃No．30），1986．

　［4］　Commission　of　the　EC，　Pθ7∫少θ6’勿θ5メ。〃乃θ

25

Co翅ηzoη∠48γゴ6％1彦卿αJ　Po1吻ノ（Coη槻襯鶴彦∫oπ（ゾ≠乃θ

Co辺隅∫∬ガ。η’o’乃θCo襯6∫」α裾彦乃61〕αγ〃α彫θ批），COM

（85）333丘nal，　Brussels，15　July　1985．

　［5］　Commissioll　of　the　EC，丁加オ8γづ6駕〃彿γα」

5銘％α≠ゴ。η勿’乃θCo魏吻麗πゴ砂．

　［6］　Dickinson，　Tim，‘‘The　EEC　Dairy　Surplus，’，

in：Fゴ％σ％o珈1　T∫〃zθ5，3Sept．1986．

　［7］　ファビァー二，グイド『戦後イタリア農業の

発展と危機』富山和夫／堺憲一監訳，大明堂，1985年。

　［8］　Heerman，　Constantin　Freiherr，‘‘Erhaltung

der　bauerlichen　Agrars毛ruktur　als　Ziel，，，　in：の1〃’s－

6乃ψε6づθηs彦，1986／1・

　［9］　磯野喜美子「EC共通農業政策CAPの途上
国への影響　　キャッサバと砂糖の例を中心として」

『商学論集』（同志社大学大学院），1985年10月。

　［10］加賀爪甲「オセアニアにおける一次産品貿易

の動向と輸出多角化政策」紙谷貢／是永東彦編r農業保

護と農産物貿易問題』農業総合研究所，1985年。

　［11］　Johnson，　D・Gale／Kellzo　Hemmi／Pierre　Lar－

d圭nois，聖γゴ6麗1伽α1　Po〃6夕αη4　T7α48’／望の麗5伽8

Do膨5漉P708γ㈱3勿απZπ’8γ％α’ガ0ηα♂Fγα7πθω0γん，

1985．

　⊂12］　Jonston，　Michael，“so皿e　Implication　for
International　Trade，’，　in：．Pβ7ε1りθo‘勿83／b7読θCo〃z〃zoη

凶8γゼ6π〃曜α1Po1∫oツ．　Papers　presented　at　a　semlnar　on

the　EEC　Commission，s　Green　Paper（．48γαE％γoρθ

S1）θo疹α♂Rψo〃No28），1986．

　［13］　KaletskY，　Anatole，‘‘Liberal玉sing　Agriculture

　　AWorld　Bank　Pipe－dream，，，　in：F伽％o弼丁田θ5，

8July　1986・

　［14］　Kiechle，　Ignaz，‘‘Uberlegung　zur　Neuausri－

chtung　der　EG－Agrarpolitik，，，　in：躍〃’εo乃⑳∫ゐ8η5’，

1986／1．

　［15］　Koester，　Ulrich／Malcom　D．　Bale，“The　com一「

mon　Agricultural　Policy　of　the　European　Community．

ABlessing　or　a　Curse　for　Developing　Countries～，，

（Wo〃♂Bα漉S’ψPαクθγ5　No．630），1984．

　［16］　Kommissioll　der　EG，　M卿07α％伽四悪7
1～4b7〃z　4β7五α7z4ω勿！彦εo乃。舜∫η4θγE（3．，1968．

　［17］　　0匝。づα♂ノoz〃多zα♂（ゾ’乃βEz〃。少θαηCo〃z卿ππ露’θ3，

L90，1April　1984．

　［18］0炉‘翻ノ。π7ηαJqμゐβEπγψ飢πCo辮〃z観∫一

’づθ5，L132，18　May　1984．

　［19］　大内力r現代アメリカ農業』東大出版会，

1975年。

　［20］　田中素香r欧州統合　　EC発展の新段階』

有斐閣，1982年。

　［21］　柘植徳雄「ECにおける農業保護政策の構造」

紙谷貢／是永東彦編『農業保護と農産物貿易問題』農

業総合研究所，1985年所収。

　［22］UNCTAD『農業における保護主義と構造調
整』日本経済調査協議会訳，昭和59年。原資料：
P70’θo卿η　α嘱S〃π6砺γα114の％ε吻8擢，　reported　by

the　UNCTAD　Secretariat，　March　1983．


